
(別紙６)

一級建築士事務所

図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて以下による。
【新営工事】公共建築工事標準仕様書（令和７年版）
【改修工事】公共建築改修工事標準仕様書（令和７年版）
【解体工事】建築物解体工事共通仕様書（令和７年版）

1 別紙図面により施工し、不明な点は市監督員の指示による。
2 工事作業においては、市と関連業者と十分協議の上行うこと。
3 工程計画は市と関連業者と十分協議の上作成すること。
4 施工中、周囲の施設等に損傷を与えた場合、受注者の責任及び費用負担にて

速やかに原形に復旧すること。
5 工事現場内は整理整頓をし、安全管理を徹底すること。また、塗料等の溶剤

は現場内に保管しないこと。
6 振動、騒音・粉塵・臭気・大気汚染・水質汚濁等、周辺環境への影響を考慮

し、十分な環境対策を行うこと。
7 受注者は、本工事に起因する土砂等の散乱により道路を汚した場合は、すみや

かに路面の清掃を行うこと。ただし、通行障害や低温時の散水による路面凍結
事故等が発生しないよう、天候等を慎重に判断した上で、公衆の安全性が確保
された方法による対策を講じること。

8 受注者は下請工事がある場合、工事着手までに金額に応じて施工体制に関す
る次の書類を監督員に提出するものとする。また、提出書類の内容に変更が
生じた場合はその都度変更するものとし、遅滞なく監督員へ提出するものと
する。尚、施工体制台帳及び施工体系図の写しの提出に際して、その内容の
ヒアリングを監督員から求められたときは、受注者はこれに応じなければな
らない。また、受注者は施工体系図を工事関係者が見やすい場所及び公衆が
見やすい場所に掲示しなければならない。なお、施工体制台帳には当該下請
契約書または注文書等の写しを添付するものとする。
（１）契約金額２５０万円未満の工事
　　　　　　　・・・　施工体制台帳及び施工体系図
（２）契約金額２５０万円以上の工事
　　　　　　　・・・　工事外注計画書、施工体制台帳及び施工体系図
（３）契約金額２５０万円以上の工事で下請工事がない場合
　　　　　　　・・・　工事外注計画書 （下請け工事なしで提出）

9 受注者は、下請負人決定後１０日以内に、下請契約報告書を監督員に提出す
るものとする。

10 受注者は、建設業退職金共済制度に加入し、「建設業退職金共済制度共済証
紙購入状況報告書」を工事請負契約締結後１ヶ月以内に、また契約変更によ
って追加購入した掛金収納書の写しを工事完成時に総務部契約課に提出する
こと。

11 下請負人を選定するに当たっては、久留米市内に本店を有するものの中から
選定するよう努めなければならない。

12 工事材料に係る納入業者を選定するに当たっては、久留米市内に本店を有す
るものの中から選定するよう努めなければならない。

13 施工内容で資格が必要な作業については、有資格者により施工を行うことを
厳守することとし、事前に資格証明書の写しを提出すること。

受注者は、工事施工において自ら立案実施した地域社会への貢献として評価
できる項目に関する事項について、工事完了時までに提出することができる。

受注者は、工事施工において自ら立案実施したＩＣＴ技術等の活用（小黒板
情報の電子化、情報共有システム、遠隔臨場等）として評価できる項目に関
する事項について、工事完了時までに提出することができる（実施方法その
他については監督職員との協議による）。

ＩＣＴ技術等の
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(別紙６)

1 工事用電力・用水は、受注者負担とする。
2 騒音が発生する場合は、事前に連絡し、十分注意して作業する事。
3 官公署、その他への諸手続き及び費用は全て受注者負担とする。
4 以下の工事保険に加入すること。契約期間は工期末＋２週間までとする。

【工事保険の種類】
建設工事保険、請負業者賠償責任保険（第三者も含む）、火災保険等

5 法定外の労災保険の付保
受注者は工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保
するため、法定外の労災保険に付さなければならない。なお、受注者は保険の
証券等（契約内容が分かるもの）の写しを監督職員に提出すること。

6 工事請負金額が５００万円以上の場合、契約後10日以内（土日祝日を除く）
に工事実績情報の登録（ＣＯＲＩＮＳ）を行うこと。なお、登録については
受注時、変更時、完成時に行うものとする。
なお、変更時と工事完成時の間が10日に満たない場合は、変更時の登録され
たことを証明する資料の提出を省略できるものとする。

7 建設リサイクル法に従い、発生材の分別、適正処理を行なうこと。
8 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成三年法律第四十八号）の規定に

より再生資源利用促進計画の作成を要する工事である場合は、受注者は、工事
の施工前に発注者に再生資源利用促進計画を提出し、その内容を説明しなけ
ればならず、工事の完成後に発注者から請求があったときは、その実施状況を
発注者に報告しなければならない。

9 建設発生土の処分が発生する工事は、工事間流用するもの以外、全て改良土
プラントに指定処分すること。
ただし、指定先を変更する場合は、福岡県の承認施設より選定すること。
なお、選定にあたっては、久留米市内にプラント施設がある施設の中から
選定するように努めなければならない。
選定後に「建設発生土処分地計画書」、工事完成後に「建設発生土処分地確
認書」を監督員へ速やかに提出すること。ただし、特別な場合については監
督員との協議により、この限りではない。

10 設計時の調査結果：石綿含有建材あり（図面参照）
石綿含有建材に関して大気汚染防止法、廃棄物処理法、労働安全衛生法、
石綿障害予防規則等、その他諸法令を遵守すること。

11 建築物を解体、改造又は補修する作業を伴う建設工事については「石綿事前
調査報告書」を作成し、監督員へ提出すること。また、石綿含有建材の調査
結果を行政庁に報告する必要がある工事については、報告したことが判る
書類を添付すること。

本工事は、設計変更手続きの透明性と公正性の向上および迅速化を目的とし
て、設計変更および工事中止等の協議を行うため、受注者は「設計変更協議
会」の開催を求めることができる。但し、上記「協議会」開催の申し出につ
いては、工期末の３０日前（工期が６０日以下の工事については２０日前）
までに行なうものとする。

1 着工届は、契約後７日以内に提出すること。ただし、7日以内に
着工する場合は、その前日までに提出すること。

2 工程表は、着工届と合わせて提出すること。
3 工程表には、余裕期間を表示すること。

仕様書２
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(別紙６)

請負代金が４，５００万円（建築一式工事である場合は、９，０００万円）
以上の工事のうち、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認め
られる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の
相互の間隔が１０km程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する
場合は、主任技術者は２箇所まで建設工事を管理することができる。ただし、
兼務する工事の一方が、予定価格１千万円未満の土木一式工事、建築一式工
事、電気工事、管工事、舗装工事であること。また、兼務する工事はいずれ
も同業種の場合に限る。

以下の条件を全て満たす場合に現場代理人の兼務を認める。
1 兼務する工事の両方又はいずれか一方が、予定価格１千万円未満の土木一式

工事、建築一式工事、電気工事、管工事、舗装工事であること。また、兼務
する工事はいずれも同業種の場合に限る。

2 兼務工事件数は２件までとし、工事現場の相互の間隔が１０km程度の近接し
た場所であること。

3 兼務しても安全管理、工程管理等の工事現場の運営、取締り及び権限の行使
に支障がないと発注者が認めるものであること。

4 監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること。

1 本工事において、建設業法第２６条第３項ただし書の規定の適用を受ける監
理技術者（以下、「特例監理技術者」という。）の配置を行う場合は以下の
（１）～（９）の要件を全て満たさなければならない。
ただし、当初予定価格が３億円以上の工事、または、低入札調査基準価格を
下回る価格で契約を締結する場合は、特例監理技術者の配置は認めない。
（１）建設業法第２６条第３項ただし書による監理技術者の職務を補佐する
　　　者（以下、「監理技術者補佐」という。）を専任で配置すること。
（２）監理技術者補佐は、一級施工管理技士補（令和３年４月１日施行）又
　　　は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術
　　　者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第
　　　２７条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術
　　　検定種目と同じであること。
（３）監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるこ
　　　と。
（４）同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に
　　　２件までとする。ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設
　　　業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であっ
　　　て、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められ
　　　るもの（当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される
　　　場合に限る。）については、これら複数の工事を一の工事とみなす。
（５）特例監理技術者が兼務できる工事は、久留米市内又は久留米市の隣接
　　　自治体内の工事でなければならない。
（６）特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及
　　　び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。
（７）特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であ
　　　ること。
（８）監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
（９）本市以外の機関が発注する工事との兼務は、いずれの発注者も認める
　　　ものであること。

2 監理技術者補佐を設置し、特例監理技術者を設置する工事に該当することが
受注時に予め判断される工事は「特例監理技術者兼務申請書」を契約締結ま
でに発注者に提出し、承認を得ること。

3 届出した技術者は真にやむを得ない場合を除き変更できない。（監理技術者
の兼務を止め、監理技術者補佐を解除する場合を除く）

4 工事の途中で専任の監理技術者が監理技術者補佐を設置し、他の工事現場を
兼務する場合、または監理技術者補佐の変更・解除がある場合は、予め監督
職員等と協議を行い、技術者の配置、変更等を行う前に「特例監理技術者兼
務申請書」もしくは、「監理技術者補佐変更・解除届」を提出し承認を得る
こと。なお、「監理技術者補佐変更・解除届」は発注者が受理したことをも
って承認したものとみなす。

専 任 を 要 す る
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(別紙６)

受注者は当該工事の施工にあたって、次に掲げる事項を遵守しなければなら
ない。

1 暴力団から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに
監督員に報告するとともに、所轄の警察署に届出を行い、捜査上必要な協力
を行うこと。

2 暴力団等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、その旨を速
やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署に被害届けを提出すること。

3 排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれがある場合は、
速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。

受注者は、当該工事の下請施工に関して、次に掲げる事項を遵守しなければ
ならない。

1 下請契約（二次以降の下請契約を含む）の相手として暴力団等と関係のある
業者を選定してはならない。なお違反した場合は、指名停止措置および下請
契約の解除を求める場合もあること。

2 下請契約を締結するときは、受注者は、下請負人から「誓約書（下請負人
用）」を提出させ、その写しを監督員へ提出すること。

予定価格１．５億円以上の工事及びその附帯工事並びに市長が必要と認めた
工事（工場製作が主たる工程となる工事を除く）の受注者は、次に掲げる事
項を遵守しなければならない。

1 受注者は、暴力団等排除連携会議（以下「連携会議」という。）に加入しな
ければならない。

2 受注者は、当該工事の下請人を連携会議に加入させなければならない。
3 受注者及び下請人は、連携会議に関して、下記の区分に基づき、会議、研修

等への出席、警察による工事現場への指導など、暴力団等排除に関する取り
組みについて、協力しなければならない。

予定価格による設置基準 会議形態
５億円以上の工事及び当該工事に係る附帯工事 総会
1.5億円以上の工事及び当該工事に係る附帯工事 研修会

総　会：元請及び下請事業所の代表者と、警察署暴力団対策担当課長・施工
　　　　部局の長が一同に会する会議
研修会：元請及び下請事業所の現場責任者が一同に会する工程会議等に、警
　　　　察と市が出向いて研修を行う会議

1 本工事は週休２日試行工事の対象とする。（減額方式）
2 本制度は受注者の希望により行われ、履行の意思がある場合は監督員に書面

で通知し協議を行わなければならない。
3 実施に関しては久留米市週休２日試行工事（建築・設備）実施要領に基づき

行うものとする。
4 労務費の補正については、当初設計時より４週８休の補正率で計上している

ため、４週８休に満たないもの及び週休２日に取り組むことについて協議が
整わなかったものについては、労務費の補正を伴う減額変更を行うものとす
る。

週 休 ２ 日 試 行
工 事 に つ い て

に 関 す る 事 項

暴 力 団 等 排 除
連 携 会 議 に
関 す る 事 項

別 途 工 事

工 程 管 理
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